
指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
六
日

指
定
の
取
消
し
を
行
う
特
定
標
準
器

計
量
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
ユ
ン
ケ
ル
ス
式
流
水
型

熱
量
計
で
あ
っ
て
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
が
保
管
す
る
も
の

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
十
六

号

平
成
二
十
三
年

七
月
一
日

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ

二

先
行
技
術
調
査

（
ナ
ノ
物
理
）

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
グ

ル
ー
プ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一

丁
目
５
番
１
号

大
阪
本
部

代
表
取
締
役

南
部

靖
之

大
阪
府
大
阪
市
北
区
芝

田
一
丁
目
１
番
４
号

東
京
分
室

東
京
都
千
代
田
区
大
手

町
二
丁
目
６
番
４
号

国
会
事
項

平成™š年�月˜œ日 金曜日 第œœ Ÿ号官 報

〇
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
二
百
五
十
九
号

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
暴
力
団
を
同
条
に
規
定
す
る
暴
力
団
と
し
て

指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

こ
の
指
定
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
、

そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
五
日

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
長

鴨
下

重
彦

一

名
称

極
東
会

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋

一
丁
目
二
十
九
番
五
号

三

代
表
す
る
者
の
氏
名

M

圭
化

四

代
表
す
る
者
の
住
所

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
四
丁

目
三
十
八
番
一
号

五

指
定
番
号

三
〇
一
一
e

一
（
平
成
二
十
年
七
月
十

五
日
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
二
百
四
十
七
号
に
よ

り
公
示
し
た
指
定
番
号
三
〇
〇
八
e

一
）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計

画
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一

施
行
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

本
部
都
市
計
画

公
園
事
業
五
・
七
・
一
号
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
記
念

公
園
、
那
覇
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業
五
・
五
・
六
号

首
里
城
公
園

三

事
業
施
行
期
間

自
昭
和
五
十
一
年
三
月
二
十
七
日

至
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

昭
和
五
十
一
年
建
設
省
告
示
第
五
百
七

号
、昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
六
百
二
十
五
号
、

昭
和
六
十
一
年
建
設
省
告
示
第
七
百
三
十
一
号
、
平

成
三
年
建
設
省
告
示
第
五
百
十
九
号
、
平
成
八
年
建

設
省
告
示
第
千
三
十
号
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省

告
示
第
四
百
四
十
四
号
、
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省

告
示
第
三
百
五
十
四
号
、
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

告
示
第
三
百
九
十
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
沖
縄
県

国
頭
郡
本
部
町
大
字
山
川
字
港
原
、
字
赤
原
、
字
与

那
崎
原
、
字
西
原
、
字
大
石
原
、
字
石
川
原
及
び
字

北
原
並
び
に
大
字
石
川
字
宇
山
原
、
字
石
川
原
及
び

字
礎
摩
原
並
び
に
大
字
備
瀬
字
石
川
原
及
び
字
小
浜

原
を
沖
縄
県
国
頭
郡
本
部
町
字
山
川
並
び
に
字
石
川

並
び
に
字
備
瀬
に
名
称
を
訂
正
を
行
い
、
沖
縄
県
国

頭
郡
本
部
町
字
備
瀬
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

使
用
の
部
分

沖
縄
県
国
頭
郡
本
部
町
字
石
川

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
五
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

表
六
甲
山
腹
葺
合
東
山

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
葺
合
町
字
滝
寺
山

一
番
一
三

一
番
一
六
二

ロ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
五

十
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と

五
十
五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
告
示
第
二
千
九
百
五
十

三
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
及
び
平
成
十
九
年
国

〇
特
許
庁
告
示
第
十
五
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
五
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
特
定
標
準
器
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

海
江
田
万
里

衆

議

院

質
問
書
提
出

七
月
十
三
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

我
が
国
か
ら
の
農
林
水
産
物
・
食
品
に
お
け
る
輸
入
規

制
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
木
村
太
郎
提
出
）

南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
独
立
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
赤
澤
亮
正
提
出
）

三
浦
半
島
活
断
層
群
の
地
震
発
生
確
率
の
発
表
及
び
津

波
の
被
害
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
赤
澤
亮
正
外
一

名
提
出
）

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
「
復
興
へ
の
提
言
」
の

文
意
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
（
橘
慶
一
郎
提
出
）

北
海
道
根
室
管
内
で
発
生
し
て
い
る
爆
音
へ
の
政
府
の

対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書（
浅
野
貴
博
提
出
）

会
議七

月
十
四
日
（
木
曜
日
）

午
後
一
時

本
会
議

参

議

院

議
案
送
付
（
予
備
審
査
）

七
月
十
三
日
議
長
は
、
次
の
議
員
提
出
案
を
衆
議
院
に

送
付
し
た
。

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
案

（
片
山
さ
つ
き
外
六
名
発
議
）

質
問
主
意
書
提
出

七
月
十
三
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ

た
。空

き
家
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
横
山
信
一
提
出
）

（
第
二
二
九
号
）

質
問
主
意
書
転
送

七
月
十
三
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

特
別
支
援
教
育
を
担
当
で
き
る
教
員
を
増
や
す
方
策
に

関
す
る
質
問
主
意
書（
上
野
通
子
提
出
）（
第
二
二
六
号
）

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
台
湾
の
支
援
に
対
す
る
総
理

メ
ッ
セ
ー
ジ
及
び
被
災
し
た
台
湾
留
学
生
へ
の
支
援
に

関
す
る
質
問
主
意
書（
江
口
克
彦
提
出
）（
第
二
二
七
号
）

電
力
小
売
の
自
由
化
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
水
野
賢
一
提
出
）（
第
二
二
八
号
）

土
交
通
省
告
示
第
三
十
九
号
で
指
定
し
た
同
号
一

に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
並
び
に
イ
に
掲
げ
る
土
地

の
区
域
を
除
く
。）

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
葺
合
町
字
東
山

一
番
一
二

一
号
か
ら
三
十
二
号
ま
で
、
三
十
八
号
か

ら
四
十
七
号
ま
で
及
び
五
十
号
か
ら
五
十

二
号
ま
で

一
番
一

三
十
三
号
、
三
十
六
号
、
三
十
七
号
、
四

十
八
号
、
四
十
九
号
及
び
五
十
三
号
か
ら

五
十
五
号
ま
で

一
番
五

三
十
四
号
及
び
三
十
五
号

˜˜
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